
電
気
事
業
者
に
よ
る
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
利
用
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則

（
平
成
十
四
年
十
二
月

六
日
経
済
産
業
省
令
第
百
十
九
号
）

改
正

平
成

十
五
年
二
月

三
日
経
済
産
業
省
令
第

九
号

同

十
五
年
二
月

十
三
日
経
済
産
業
省
令
第

十
三
号

同

十
九
年
三
月

三
十
日
経
済
産
業
省
令
第
二
十
五
号

同

二
十
一
年
八
月
三
十
一
日
経
済
産
業
省
令
第
五
十
三
号

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
電
気
事
業
者
に
よ
る
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
利
用
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
六
十
二
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

２

こ
の
省
令
に
お
い
て
「
加
入
者
」
と
は
、
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
電
気
相
当
量
（
法
第
六
条
の
規
定
に
従
っ
て
基
準
利
用
量
の

減
少
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
量
を
い
い
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
発
電
設
備
を
用
い
て
太
陽
光
を
変
換
し
て
得
ら
れ
る
電
気
で
あ
っ
て
、
経
済
産
業
大
臣
が
定

め
る
も
の
（
以
下
「
特
定
太
陽
光
電
気
」
と
い
う
。
）
の
量
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
増
量
又
は
減
量
の
記
録
を
行
う
た
め
の
口
座
を
開
設
し
た
者
を
い

う
。
（
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
電
気
利
用
目
標
）

第
二
条

法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
電
気
利
用
目
標
は
、
平
成
十
五
年
を
初
年
と
す
る
同
年
以
後
の
四
年

ご
と
の
各
年
の
四
月
を
始
期
と
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
三
条
第
二
項
第
三
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
電
力
系
統
の
整
備
に
関
す
る
事
項
と
す
る
。

（
基
準
利
用
量
の
届
出
）

第
三
条

法
第
四
条
第
一
項
の
届
出
は
、
当
該
届
出
年
度
の
四
月
一
日
か
ら
六
月
一
日
ま
で
の
間
に
、
様
式
第
一
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

法
第
四
条
第
一
項
の
基
準
利
用
量
は
、
当
該
電
気
事
業
者
の
当
該
届
出
年
度
の
前
年
度
に
お
け
る
電
気
の
供
給
量
に
、
法
第
三
条
第
二
項
第
一
号
の
新
エ

ネ
ル
ギ
ー
等
電
気
の
利
用
の
目
標
量
の
う
ち
当
該
届
出
年
度
に
係
る
部
分
か
ら
特
定
太
陽
光
電
気
の
利
用
の
目
標
量
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
量
の

う
ち
当
該
届
出
年
度
に
係
る
部
分
を
減
じ
て
得
た
量
を
す
べ
て
の
電
気
事
業
者
の
当
該
年
度
の
前
年
度
に
お
け
る
電
気
の
供
給
量
の
合
計
量
で
除
し
て
得
た

率
を
乗
じ
て
得
た
量
と
す
る
。

３

法
第
四
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
電
気
事
業
者
の
当
該
届
出
年
度
の
前
年
度
に
お
け
る
電
気
の
供
給
量
と
す
る
。

４

電
気
事
業
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
事
項
の
う
ち
、
そ
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名
の
変

更
を
し
た
と
き
は
、
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

前
項
の
届
出
は
、
様
式
第
二
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
電
気
の
利
用
）

第
四
条

法
第
五
条
の
利
用
は
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
電
気
（
特
定
太
陽
光
電
気
を
除
く
。
第
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
自
ら
発
電
し
、
又
は
他
か
ら
購
入



し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
口
座
の
開
設
）

第
五
条

電
気
事
業
者
又
は
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
発
電
事
業
者
（
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
発
電
設
備
を
用
い
て
発
電
し
、
又
は
発
電
し
よ
う
と
す
る
者
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
は
、
そ
の
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
電
気
相
当
量
の
増
量
又
は
減
量
の
記
録
を
行
う
た
め
の
口
座
の
開
設
を
す
る
場
合
は
、
そ
の
旨
の
届
出
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
。

２

前
項
の
届
出
は
、
様
式
第
三
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
一
項
の
届
出
に
基
づ
き
、
口
座
を
開
設
し
、
口
座
簿
を
備
え
る
も
の
と
す
る
。

４

口
座
簿
は
、
各
加
入
者
の
口
座
ご
と
に
区
分
し
、
各
口
座
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

一

加
入
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

一
般
電
気
事
業
者
、
特
定
電
気
事
業
者
若
し
く
は
特
定
規
模
電
気
事
業
者
又
は
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
発
電
事
業
者
の
別

５

口
座
簿
は
、
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で

作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
氏
名
等
の
変
更
）

第
六
条

加
入
者
は
、
そ
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名
の
変
更
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
経
済
産
業
大
臣
に

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
届
出
は
、
様
式
第
四
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
一
項
の
届
出
に
基
づ
き
、
そ
の
者
の
口
座
に
お
け
る
記
録
の
変
更
を
す
る
も
の
と
す
る
。

（
口
座
の
廃
止
）

第
七
条

加
入
者
は
、
電
気
事
業
者
又
は
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
発
電
事
業
者
で
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
口
座
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
を
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
電
気
相
当
量
の
減
量
の
記
録
の
み
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

２

前
項
の
届
出
は
、
様
式
第
五
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
一
項
の
届
出
に
基
づ
き
、
当
該
口
座
を
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
。

（
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
電
気
相
当
量
の
記
録
）

第
八
条

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
電
気
を
供
給
し
、
又
は
供
給
を
受
け
た
加
入
者
が
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
電
気
相
当
量
の
増
量
の
報
告
を
行
う
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る

い
ず
れ
か
の
期
間
に
お
い
て
、
様
式
第
六
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

一
月
一
日
か
ら
一
月
末
日
ま
で
の
間

二

四
月
一
日
か
ら
四
月
末
日
ま
で
の
間

三

七
月
一
日
か
ら
七
月
末
日
ま
で
の
間

四

十
月
一
日
か
ら
十
月
末
日
ま
で
の
間

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
届
出
に
基
づ
き
、
そ
の
者
の
口
座
に
お
い
て
、
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー
を
一
単
位
と
し
て
、
そ
の
届
出
に
係
る
新
エ
ネ
ル
ギ

ー
等
電
気
の
供
給
量
（
当
該
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
電
気
が
バ
イ
オ
マ
ス
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
バ
イ
オ
マ
ス
を
熱
源
と
す
る
熱
又
は
バ
イ
オ
マ
ス
を
発
酵
さ
せ
、
若
し

く
は
熱
分
解
す
る
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
る
水
素
若
し
く
は
一
酸
化
炭
素
を
化
学
反
応
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）



を
変
換
し
て
得
ら
れ
る
電
気
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
電
気
の
供
給
量
に
、
バ
イ
オ
マ
ス
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
変
換
し
て
得
ら
れ
る
電
気
の
量
の
当
該
電
気
の

供
給
量
に
占
め
る
比
率
（
以
下
「
バ
イ
オ
マ
ス
比
率
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
量
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
応
じ
た
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
電
気
相
当
量

の
増
量
の
記
録
を
す
る
も
の
と
す
る
。

（
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
電
気
相
当
量
の
減
量
又
は
増
量
の
記
録
）

第
九
条

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
電
気
相
当
量
の
取
引
を
行
っ
た
加
入
者
が
自
ら
の
口
座
に
お
け
る
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
電
気
相
当
量
の
減
量
又
は
増
量
の
届
出
を
行

う
場
合
は
、
様
式
第
七
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
届
出
に
基
づ
き
、
そ
の
者
の
口
座
に
お
け
る
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
電
気
相
当
量
の
減
量
又
は
増
量
の
記
録
を
す
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
六
条
に
基
づ
く
基
準
利
用
量
の
減
少
）

第
十
条

電
気
事
業
者
は
、
法
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
経
済
産
業
大
臣
の
承
認
の
申
請
を
す
る
と
き
は
、
当
該
届
出
年
度
の
翌
年
度
の
四
月
一
日
か
ら
六
月

一
日
ま
で
の
間
に
、
減
少
に
充
て
る
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
電
気
相
当
量
を
示
し
て
、
様
式
第
八
に
よ
る
申
請
書
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
示
さ
れ
た
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
電
気
相
当
量
に
つ
い
て
、
当
該
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
電
気
相
当
量
の
増
量
の
記
録

を
す
る
た
め
に
供
し
た
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
電
気
を
利
用
し
た
電
気
事
業
者
が
そ
の
義
務
履
行
に
充
て
な
い
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
法
第

六
条
の
承
認
を
す
る
も
の
と
す
る
。

（
命
令
発
動
の
基
準
）

第
十
一
条

法
第
八
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
電
気
を
利
用
し
た
量
が
基
準
利
用
量
を
相
当
程
度
下
回
っ
て
い
る
場

合
と
す
る
。

（
認
定
手
続
）

第
十
二
条

法
第
九
条
第
一
項
の
認
定
の
申
請
は
、
様
式
第
九
に
よ
る
申
請
書
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
発
電
設
備
の
構
造
図
及
び
配
線
図
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
書
類
の
提
出
部
数
は
、
各
一
通
（
当
該
申
請
に
係
る
発
電
が
バ
イ
オ
マ
ス
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
電
気
に
変
換
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

三
通
）
と
す
る
。

（
認
定
基
準
）

第
十
三
条

法
第
九
条
第
一
項
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
電
気
の
供
給
量
を
的
確
に
計
測
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
と

す
る
。

２

法
第
九
条
第
一
項
第
二
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

当
該
認
定
に
係
る
発
電
が
地
熱
を
電
気
に
変
換
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
地
熱
資
源
で
あ
る
熱
水
を
著
し
く
減
少
さ
せ
な
い
発
電
の
方
法

で
あ
る
こ
と
。

二

当
該
認
定
に
係
る
発
電
が
水
力
を
電
気
に
変
換
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
水
力
発
電
所
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

イ
又
は
ロ
に
定
め
る
発
電
の
方
法
で
あ
る
こ
と
。

イ

ダ
ム
式
又
は
ダ
ム
水
路
式
の
水
力
発
電
所

水
道
、
工
業
用
水
道
若
し
く
は
か
ん
が
い
の
た
め
の
水
又
は
河
川
の
流
水
の
正
常
な
機
能
を
維
持
す
る

た
め
の
水
の
放
流
に
伴
っ
て
発
生
す
る
水
力
を
電
気
に
変
換
す
る
発
電
の
方
法

ロ

水
路
式
の
水
力
発
電
所

当
該
発
電
所
の
原
動
力
と
し
て
用
い
ら
れ
る
水
力
を
電
気
に
変
換
す
る
発
電
の
方
法



三

当
該
認
定
に
係
る
発
電
が
バ
イ
オ
マ
ス
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
電
気
に
変
換
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
バ
イ
オ
マ
ス
比
率
を
的
確
に
把
握
す
る
と

と
も
に
、
当
該
比
率
及
び
そ
の
算
定
根
拠
を
法
第
十
一
条
に
規
定
す
る
帳
簿
に
記
載
し
つ
つ
発
電
す
る
方
法
で
あ
る
こ
と
。

（
協
議
）

第
十
四
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
法
第
九
条
第
一
項
の
認
定
（
電
気
事
業
者
に
よ
る
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
利
用
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年

政
令
第
三
百
五
十
七
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
変
更
の
認
定
を
含
む
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
認
定
に
係
る
発
電
が
次

に
掲
げ
る
も
の
を
熱
源
と
す
る
熱
又
は
発
酵
さ
せ
、
若
し
く
は
熱
分
解
す
る
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
る
水
素
若
し
く
は
一
酸
化
炭
素
を
化
学
反
応
さ
せ
る
こ
と

に
よ
り
得
ら
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
電
気
に
変
換
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

農
林
水
産
省
の
所
掌
事
務
に
係
る
バ
イ
オ
マ
ス

農
林
水
産
大
臣

二

国
土
交
通
省
の
所
掌
事
務
に
係
る
バ
イ
オ
マ
ス

国
土
交
通
大
臣

三

廃
棄
物
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
「
廃
掃
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
廃
棄
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
バ
イ
オ
マ
ス

環
境
大
臣

（
変
更
の
認
定
）

第
十
五
条

令
第
四
条
の
変
更
の
認
定
の
申
請
は
、
様
式
第
十
に
よ
る
申
請
書
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
廃
止
の
届
出
）

第
十
六
条

令
第
五
条
第
一
項
の
廃
止
の
届
出
は
、
様
式
第
十
一
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
変
更
の
届
出
）

第
十
七
条

令
第
五
条
第
二
項
の
変
更
の
届
出
は
、
様
式
第
十
二
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

令
第
五
条
第
二
項
第
三
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
発
電
設
備
の
名
称
と
す
る
。

（
法
第
十
条
に
基
づ
く
届
出
）

第
十
八
条

電
気
事
業
者
は
、
法
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
毎
年
度
、
届
出
年
度
の
翌
年
度
の
四
月
一
日
か
ら
六
月
一
日
ま
で
の
間
に
、
様
式
第
十
三
の
届

出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
十
条
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

当
該
電
気
事
業
者
の
口
座
に
記
録
さ
れ
た
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
電
気
相
当
量
の
う
ち
法
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
義
務
履
行
に
充
て
る
も
の
の
量

二

当
該
届
出
年
度
に
お
い
て
利
用
し
た
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
電
気
の
う
ち
当
該
電
気
事
業
者
が
自
ら
発
電
し
、
又
は
他
か
ら
購
入
し
た
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
電

気
（
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
電
気
相
当
量
の
増
量
の
記
録
を
す
る
た
め
に
供
し
た
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
供
給
す
る
電
気
（
電
気
事
業
者
に
供
給
す
る
も

の
を
除
く
。
）
の
全
部
又
は
一
部
に
充
て
た
量
（
当
該
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
電
気
が
バ
イ
オ
マ
ス
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
変
換
し
て
得
ら
れ
る
電
気
で
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
電
気
の
供
給
量
に
、
バ
イ
オ
マ
ス
比
率
を
乗
じ
て
得
た
量
を
い
う
。
）

（
帳
簿
の
記
載
）

第
十
九
条

法
第
十
一
条
の
帳
簿
は
、
電
気
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
業
所
ご
と
に
、
法
第
九
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
認
定

に
係
る
設
備
の
所
在
す
る
事
業
所
ご
と
に
作
成
し
て
備
え
付
け
、
記
載
の
日
か
ら
十
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
十
一
条
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

電
気
事
業
者

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
発
電
設
備
ご
と
の
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
電
気
の
供
給
を
受
け
た
量
（
当
該
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
電
気
が
バ
イ
オ
マ
ス
エ
ネ



ル
ギ
ー
を
変
換
し
て
得
ら
れ
る
電
気
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
電
気
の
供
給
量
に
、
バ
イ
オ
マ
ス
比
率
を
乗
じ
て
得
た
量
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及

び
当
該
供
給
を
受
け
た
量
を
証
す
る
書
面
、
供
給
を
受
け
た
期
間
並
び
に
供
給
を
受
け
た
相
手
方
並
び
に
当
該
供
給
を
受
け
た
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
発
電
設

備
に
係
る
発
電
が
バ
イ
オ
マ
ス
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
電
気
に
変
換
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
電
気
の
供
給
を
受
け
た
量
に

係
る
バ
イ
オ
マ
ス
比
率
及
び
そ
の
算
定
根
拠

二

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
発
電
事
業
者

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
発
電
設
備
ご
と
の
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
電
気
の
供
給
量
及
び
当
該
供
給
量
を
証
す
る
書
面
、
供
給
期

間
並
び
に
供
給
の
相
手
方
並
び
に
当
該
認
定
に
係
る
発
電
が
バ
イ
オ
マ
ス
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
電
気
に
変
換
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
新
エ

ネ
ル
ギ
ー
等
電
気
の
供
給
量
に
係
る
バ
イ
オ
マ
ス
比
率
及
び
そ
の
算
定
根
拠

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
保
存
）

第
二
十
条

前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項
が
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
さ
れ
、
当
該
記
録
が
必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
直
ち
に

表
示
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
保
存
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
の
保
存
を
も
っ
て
法
第
十
一
条
に
規
定
す
る
当
該
事
項
が
記
載
さ
れ
た
帳
簿
の

保
存
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
保
存
を
す
る
場
合
に
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
手
続
の
特
例
）

第
二
十
一
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
が
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
三
条

第
一
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
（
経
済
産
業
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
、
当
該
各
号
に
規
定
す
る
手
続

を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
を
使
用
し
て
当
該
手
続
を
行
う
と
き
は
、
当
該

各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
手
続
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
か
ら
入

力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
経
済
産
業
大
臣
へ
の
基
準
利
用
量
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

経
済
産
業
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備

え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
基
準
利
用
量
届
出
様
式
に
記
録
す
べ
き
事
項

二

第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
経
済
産
業
大
臣
へ
の
氏
名
等
の
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

経
済
産
業
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備

え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
電
気
事
業
者
の
氏
名
等
変
更
届
出
様
式
に
記
録
す
べ
き
事
項

三

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
経
済
産
業
大
臣
へ
の
口
座
の
開
設
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

経
済
産
業
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え

ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
口
座
開
設
届
出
様
式
に
記
録
す
べ
き
事
項

四

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
経
済
産
業
大
臣
へ
の
氏
名
等
の
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

経
済
産
業
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備

え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
口
座
に
関
す
る
氏
名
等
変
更
届
出
様
式
に
記
録
す
べ
き
事
項

五

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
経
済
産
業
大
臣
へ
の
口
座
の
廃
止
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

経
済
産
業
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え

ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
口
座
廃
止
届
出
様
式
に
記
録
す
べ
き
事
項

六

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
経
済
産
業
大
臣
へ
の
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
電
気
相
当
量
の
記
録
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

経
済
産
業
大
臣
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
電
気
相
当
量
記
録
届
出
様
式
に
記
録
す
べ
き
事
項

七

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
経
済
産
業
大
臣
へ
の
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
電
気
相
当
量
の
減
量
又
は
増
量
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

経
済
産
業
大
臣

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
電
気
相
当
量
の
減
量
又
は
増
量
届
出
様
式
に
記
録
す
べ
き
事



項
八

法
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
経
済
産
業
大
臣
へ
の
基
準
利
用
量
の
減
少
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者

経
済
産
業
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備

え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
基
準
利
用
量
の
減
少
申
請
様
式
に
記
録
す
べ
き
事
項

九

法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
経
済
産
業
大
臣
へ
の
設
備
の
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者

経
済
産
業
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備

え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
発
電
設
備
認
定
申
請
様
式
に
記
録
す
べ
き
事
項
並
び
に
発
電
設
備
の
構
造
図
及
び
配
線
図
に
記

載
さ
れ
て
い
る
事
項

十

令
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
経
済
産
業
大
臣
へ
の
設
備
の
変
更
の
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者

経
済
産
業
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備

え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
発
電
設
備
変
更
認
定
申
請
様
式
に
記
録
す
べ
き
事
項

十
一

令
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
経
済
産
業
大
臣
へ
の
設
備
の
廃
止
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

経
済
産
業
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に

備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
発
電
設
備
廃
止
届
出
様
式
に
記
録
す
べ
き
事
項

十
二

令
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
経
済
産
業
大
臣
へ
の
設
備
の
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

経
済
産
業
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に

備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
発
電
設
備
氏
名
等
変
更
届
出
様
式
に
記
録
す
べ
き
事
項

十
三

法
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
経
済
産
業
大
臣
へ
の
義
務
履
行
状
況
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

経
済
産
業
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え

ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
義
務
履
行
量
届
出
様
式
に
記
録
す
べ
き
事
項

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
十
二
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
二
条
の
規
定
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
電
気
利
用
目
標
を
定
め
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
第
二
条
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

（
平
成
十
五
年
二
月
三
日
経
済
産
業
省
令
第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
二
月
三
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

（
平
成
十
五
年
二
月
十
三
日
経
済
産
業
省
令
第
十
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
済
産
業
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

経
済
産
業
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
経
済
産
業
省
令

第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
電
気
事
業
者
に
よ
る
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
利
用
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
六
十
二
号
）
の
項
中
「
第
九
条
第
一
項
」
を
「
第
四



条
第
一
項
、
第
六
条
、
第
九
条
第
一
項
及
び
第
十
条
」
に
改
め
る
。

別
表
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

電
気
事
業
者
に
よ
る
新
エ
ネ
ル
ギ

第
三
条
第
四
項
、
第
四
条
第
一
項
、

ー
等
の
利
用
に
関
す
る
特
別
措
置

第
五
条
第
一
項
、
第
六
条
第
一
項
、

法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
経
済

第
七
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項

産
業
省
令
第
百
十
九
号
）

附

則

（
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
経
済
産
業
省
令
第
二
十
五
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

（
平
成
二
十
一
年
八
月
三
十
一
日
経
済
産
業
省
令
第
五
十
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

電
気
事
業
者
に
よ
る
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
利
用
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
電
気
事
業
者
は
、
平
成
二
十
二
年

一
月
一
日
ま
で
に
、
様
式
第
一
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
改
め
て
平
成
二
十
一
年
度
に
つ
い
て
の
同
項
の
基
準
利
用
量
を
経
済
産
業
大
臣

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

様
式
第
１

（
第

３
条
関
係
）

様
式
第
２

（
第

３
条
関
係
）

様
式
第
３

（
第

５
条
関
係
）

様
式
第
４

（
第

６
条
関
係
）

様
式
第
５

（
第

７
条
関
係
）

様
式
第
６

（
第

８
条
関
係
）

様
式
第
７

（
第

９
条
関
係
）

様
式
第
８

（
第
１
０
条
関
係
）

様
式
第
９

（
第
１
２
条
関
係
）

様
式
第
１
０

（
第
１
５
条
関
係
）

様
式
第
１
１

（
第
１
６
条
関
係
）

様
式
第
１
２

（
第
１
７
条
関
係
）

様
式
第
１
３

（
第
１
８
条
関
係
）


